
曙ブレーキ工業被害対策弁護団
曙ブレーキは、埼玉県羽生市に本社を置く世界的な自動車部品メーカーで、主に自動車用・鉄道用ブレーキの生産を行ってきましたが、そ
のブレーキ製品の生産過程では、大量のアスベスト粉じんが発生しました。

原告らは、自動車あるいは電車に不可欠とされるブレーキライニング等の製造に関わる各種作業を担うことによって、永年にわたって曙ブ
レーキの発展、及び社会の発展に貢献してきました。

しかし、他方で、アスベスト製品の製造過程では大量のアスベスト粉じんが発生しており、原告らは、その作業に伴いアスベスト粉じんを
吸引し続け、その結果として石綿関連疾患に罹患し、遺族原告は大切な家族を失いました。

原告らは、雇用主である曙ブレーキから、アスベスト粉じんの危険性について何も知らされていませんでした。そのため、原告らは、アス
ベスト粉じんを吸引すると重大な健康被害に遭ってしまうなどとは思いもせず、無防備なまま現場で働き続けたのです。

原告らはその受けた被害に関して、加害者である曙ブレーキから今日に至るまでなんらの謝罪も受けておらず、また謝罪の証としての賠償
も受けておりません。自らの責任を認めようとしない曙ブレーキの対応については、原告らは、いずれも、到底納得いかないものとして受
け止めています。

そこで、当弁護団は、２０１２年（平成２４年）１１月２８日、曙ブレーキ羽生工場において石綿製品の製造作業に従事してきた労働者及
びそのご遺族１３名を原告として、曙ブレーキに対し、訴訟を提起しました。原告らは、原告らのアスベスト被害の実態を踏まえ、曙ブレー
キの法的責任を明らかにし、原告らに対する誠意ある謝罪と被害に見合った賠償の実現を求めています。

なお、曙ブレーキ工業被害対策弁護団では、当事務所の髙木太郎弁護士が副団長、竹内和正弁護士が事務局長を務め、鴨田譲弁護士、古城
英俊弁護士が弁護団員として参加しています。

被害に遭われた方のご相談・お問い合わせは、当事務所（ 048-862-0800）までご連絡ください。

►　現在の状況について
平成２５年２月１１日時点

首都圏生活保護支援法律家ネットワーク
首都圏生活保護支援法律家ネットワークは、生活保護の窓口での違法な追い返しや、違法な保護打ち切りをなくし、生活に困った人の生存権
（憲法２５条）を保障することを目的として、２００７年４月に結成されました。
福祉事務所の違法な対応によって生活保護を受けられず、自殺、餓死、孤立死に追い込まれるということは決してあってはならないことで
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す。

首都圏生活保護支援法律家ネットワークは、現在、３００名を超える弁護士・司法書士によって構成されており、参加している法律家が、
生活保護の相談をお受けし、必要に応じて、生活保護の申請同行等の活動を行っています。
当事務所の猪股正弁護士が共同代表をしており、伊須慎一郎弁護士も活動を行っています。

首都圏生活保護支援法律家ネットワークのホームページ
（電話０４８－８６６－５０４０）

武富士被害対策埼玉弁護団
本弁護団は、武富士の創業者武井一族などの経営陣に対して、過大な利息を取り続けた損害賠償請求の裁判を活動内容とする弁護団である。

武富士は今まで利息制限法に違反する過大な利息を利用者から搾取し続けていたが、平成２２年９月に会社更生手続きを申し立てたことに
より、全国で４０都道府県の裁判所で、２７００人の被害者が、合計６２億８０００万円もの払いすぎた超過利息の過払い金の返還を踏み
倒されてしまった。他方で、武富士の創業者一族は、武富士に違法かつ過大な利息を取り立てさせ、その配当により日本有数の資産家に名
を連ねる。

武富士は、借り入れの必要のない被害者に対しても、「今借りなければ、今後借りたい時に融資をしない」と告げ、過剰融資を行っていた。
このような過剰融資は、融資することで違法に多額の利息を、むしり取るためである。支払が１日でも遅れれば、被害者の自宅に来て脅し
強硬な取り立てを行い。その結果、自己破産に追い込まれてしまった被害者や自殺してしまった被害者もいる。違法な利息の取り立てのた
めに自殺したのである。

武富士のこのような過剰融資、強行取り立て、違法超過利息の搾取は、武富士の創業者一族が経営陣として指揮の下で行われたものであり、
武富士が倒産したことにより被害者達は多額の超過利息による過払い金の支払を受けられなくなった。

そこで、超過利息を取り立てていた武富士の創業者一族に対して、被害者が武富士に踏み倒された過払い金の返還を求める裁判を起こした
のである。

月岡弁護士のコラム
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原発損害賠償・避難者支援
 原発被害救済弁護団（埼玉）

 震災支援ネットワーク埼玉（SSN）

 原発被害救済双葉町弁護団

震災支援ネットワーク埼玉（SSN）
震災支援ネットワーク埼玉は、東日本大震災・福島原発事故により、さいたまスーパーアリーナに２５００人を超える方が避難されるとい
う事態を受けて、２０１１年３月１７日に結成され、弁護士、司法書士、社会福祉士、臨床心理士、精神保健福祉士など多分野の専門家、
市民が参加し、法律、生活、労働、教育、女性、こころの相談などに対応してきました。

現在では、主に埼玉で避難生活を送っている被災者同士、被災者と支援者、支援者同士をつなぐ団体として日々活動しています。また、原
発事故により、福島から埼玉県内に避難中の2011世帯を対象に大規模アンケート調査を行い、避難されてきた方がいかに甚大な精神的
苦痛を被っているかを明らかにし、原子力損害賠償紛争審査会が策定した「中間指針」が賠償の基準として低すぎるため、その見直しを求
めています。

→　原発避難者の被害実態を直視し、いわゆる中間指針を見直し、慰謝料額の大幅な底上げを求める弁護団声明

◆主な活動内容
・避難者交流会の運営支援
・法律やこころの専門家による相談会の実施
・避難者向け情報誌「福玉便り」の発行
・支援者向けワークショップ「ゲートキーパー養成講座」の実施
・避難者アンケートの実施等による分析・研究

当事務所の猪股正弁護士が参加しています。

震災支援ネットワーク埼玉（SSN）のホームページ
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消費者被害の根絶
 茶のしずく石鹸被害対策埼玉弁護団

 武富士被害対策埼玉弁護団

ヤミ金融被害対策埼玉弁護団
ヤミ金融被害対策埼玉弁護団は、ヤミ金融の撲滅を目的として、２００２年１２月に結成され、埼玉の弁護士有志約６０名によって構成さ
れています。これまでに、３万を超える違法業者に対応し、違法な収益の剥奪や警察による摘発に結び付けてきています。

ヤミ金融は、出資法５条２項が規定する年利２０パーセントを超過する金利で貸し付けをする者です。出資法５条３項が規定する年利
１０９．５パーセントを超過すれば、超高金利貸付罪に該当し、１０年以下の懲役・３０００万円以下の罰金等の厳罰に処せられます。

弁護団は、ヤミ金融に利益を保持させないため、一切返済をせず、支払った金額については全額の返還を求め、ヤミ金融が使用する口座や
電話の使用停止措置、刑事告発をするという統一方針で厳格に対応しています。

ヤミ金融から貸付を受けてしまった場合には、一刻も早く、弁護団にご相談ください。ヤミ金融が１社でもあれば依頼でき、ヤミ金融以外
の債務の整理もあわせて依頼できます。

埼玉総合法律事務所の猪股正弁護士が弁護団事務局次長をしており、伊須慎一郎、佐渡島啓、月岡朗、鴨田譲、南木ゆうの各弁護士が弁護
団員として活動しています。

弁護団活動の一環として、車を担保に違法な高金利で貸付をしていた車金融（ヤミ金融）業者及び結託していた中古車販売業者に対し、損
害賠償請求訴訟を提起しました。
第一審さいたま地裁で勝訴、控訴審の東京高裁でも判断が維持され、２０１２年（平成２４年）１１月２２日、遅延損害金を含めると約１
億円の支払を命じる判決が出されました。

 関連記事：車金融（ヤミ金融）に対するさいたま地裁判決
 関連記事：車金融（ヤミ金融）に対する東京高裁判決
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ヤミ金融に関するご相談は下記電話番号でご連絡ください。
048-836-3466
予約受付 ：月・火・水・木・金：午前10:00～正午 午後1:00～午後4:00

原発被害救済弁護団（埼玉）
福島原発事故により被災した方の被害回復のため、東京電力株式会社に対して損害の完全賠償を要求し、その実現をめざします。
→　原発避難者の被害実態を直視し、いわゆる中間指針を見直し、慰謝料額の大幅な底上げを求める弁護団声明

当事務所からは、高木太郎、猪股正、伊須慎一郎、佐渡島啓、谷川生子、古城英俊各弁護士が参加しています。

原発被害救済弁護団（埼玉）ホームページ

茶のしずく石鹸被害対策埼玉弁護団

第１　被害の実態
(株)悠香（所在地：福岡県大野城市）が、平成２３年５月２０日に自社の販売する『茶のしずく石鹸』の自主回収を公表して以来、全国
で、同製品を使用したことにより被害をうけたとの相談が増加し、社会問題化しています。
同社の公表によりますと、平成２２年１２月７日以前に販売された『（旧）茶のしずく石鹸』は、同製品に含まれる小麦加水分解物が原因
となって「小麦アレルギー」を発症するおそれがあったため、同年１２月８日販売分から含有成分を切り替えて『（旧）茶のしずく石鹸』
使用者に注意喚起と返品交換を呼びかけたそうです。
しかし、その後も『（旧）茶のしずく石鹸』使用によるアレルギー被害が発生し続けたため、平成２３年５月２０日になってようやく、同
社は自主回収に乗り出しました。
国民生活センターは、『（旧）茶のしずく石鹸』の使用者に対し、すぐに使用を中止し、皮膚に湿疹等の以上を感じた人は病院で受診する
ようにとの注意喚起に努めています。
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第２　弁護団の活動状況
埼玉県でも、この茶のしずく石鹸使用による相談が急増したことから、埼玉弁護士会消費者問題対策委員会に所属する弁護士有志により、
茶のしずく石鹸被害対策埼玉弁護団が結成され、当事務所の竹内和正弁護士が弁護団の事務局長（現場監督のような役割です。）を務め、
当事務所の月岡朗弁護士も弁護団員として参加しています。
平成２４年４月２０日、全国一斉に訴訟提起を行い、全国の原告数は５３５人に及び、埼玉でも２４名の原告が訴えをおこしました。
さらに、埼玉では、平成２４年１０月１２日に第２次提訴も行っています。

第３　連絡先
茶のしずく石鹸被害対策埼玉弁護団へのご相談やご質問がございましたら、当事務所の下記連絡先にご連絡頂きますようよろしくお願いい
たします。

埼玉総合法律事務所　　電話　０４８－８６２－０３５５
担当　弁護士　竹内　和正　、弁護士　月岡　朗

竹内弁護士のコラム
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